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Ⅴ-1-10-12 本工事計画に係る設計の実績，工事及び検査の計画 

火災防護設備 
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施設ごとの設計及び工事に係る 

品質管理の方法等に関する実績又は計画について 

 

1. 概要 

  本資料は，本文「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する事項」に基づく「火災

防護設備」の設計に係るプロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説

明するものである。 

 

2. 基本方針 

  東海第二発電所における「火災防護設備」の設計に係るプロセスとその実績について，

「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組

織内外の部門関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

  工事及び検査に関する計画として，組織内外の部門関係，進捗実績及び具体的な活動計

画について説明する。 

  適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 

  「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書」に基づき実施した，東海第二

発電所における「火災防護設備」の設計の実績，工事及び検査の計画について，「本工事

計画に係る設計の実績，工事及び検査の計画」の様式－1 により示す。 

  また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について，「適合性

確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）」の様式－9 により示

す。 
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様式－1 

本工事計画に係る設計の実績，工事及び検査の計画【火災防護設備】 

各段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の部門間 

の相互関係 

◎:主担当 ○:関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

(△) 

実  施  内  容 

（設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果） 
備  考 

当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

設

計 
3.3.1 

  

－ ◎ － ○ 

新規制基準への適合に必要な設計の要求事項を，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.1 適合性確

認対象設備に対する要求事項の明確化」に示す事項とした。 

 

 

－ 

 

設

計 
3.3.2 

 

 

－ ◎ － ○ 

保守総括グループマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.2 各条文の対応に必要な

適合性確認対象設備の選定」に基づき，設置許可基準規則，技術基準規則と過去の指針等（「発

電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」及び解説，並びに「発電用原子力設備に

関する技術基準を定める省令」及び解釈）と比較して追加又は変更された要求事項を満足す

るために必要な設備又は運用をインプットとして，設計基準対象施設と重大事故等対処設備

に係る機能ごとに「火災防護設備」を抽出し，その結果をアウトプットとして様式－2 に整

理した。 

  

保守総括グループマネージャーは，様式－2 について，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.1 適

合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」で明記している設計に必要な要求事項が適切

か，またこの要求事項に対して必要な機器等が抜けなく抽出されているかの観点でレビュー

し，承認した。 

 

・様式－2 

 設備リスト 

 

設

計 

3.3.3 

(1) 

  

－ ◎ － ○ 

保守総括グループマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(1) 基本設計方針の作

成（設計 1）」に基づき，技術基準規則をインプットとして，技術基準規則の条文単位での

適用を明確にし，アウトプットとして，各条文と施設における適用要否の考え方を様式－3

に取りまとめた。 

 

 保守総括グループマネージャーは，様式－3 をインプットとして，条文と施設の関係を一

覧に整理し，アウトプットとして様式－4に取りまとめた。 

 

 保守総括グループマネージャーは，実用炉規則別表第二，技術基準規則，様式－2 及び様

式－4 をインプットとして，抽出した機器を実用炉規則別表第二の施設区分ごとに並び替え

るとともに，各機器に適用される技術基準規則の条文及び条文ごとに詳細な検討が必要とな

る項目を整理し，アウトプットとして工認書類と本工事計画の関係を様式－5 に取りまとめ

た。 

 

 保守総括グループマネージャーは，設置許可基準規則，技術基準規則及び設置変更許可申

請書をインプットとして，資料，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.1 適合性確認対象設備に対す

る要求事項の明確化」で明記した要求事項を満たすために必要な基本設計方針を策定し，ア

ウトプットとして，各条文の設計の考え方を様式－6 に，要求事項との対比を明示した基本

設計方針を様式－7に取りまとめた。 

  

保守総括グループマネージャーは，基本設計方針，設置変更許可申請書をインプットとし

て，既工認や他プラントの状況を参考にして，各機器の耐震重要度分類，機器クラス，兼用

する際の登録の考え方及び適合性確認対象設備に必要な工認書類との関連をアウトプット

として様式－5に取りまとめた。 

  

・様式－3 

  技術基準規則の各条

文と各施設における

適用要否の考え方 

・様式－4 

  施設と条文の対比一

覧表 

・様式－5 

  工認添付書類星取表 

・様式－6 

  条文の設計の考え方 

・様式－7 

  要求事項との対比表 

 

適合性確認対象設備に

対する要求事項の明確

化 

各条文の対応に

必要な適合性確

認対象設備の選

定 

基本設計方針の

作成（設計 1）
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各段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の部門間 

の相互関係 

◎:主担当 ○:関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

(△) 

実  施  内  容 

（設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果） 
備  考 

当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

保守総括グループマネージャーは，様式－3，様式－4，様式－5，様式－6及び様式－7に

ついて，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」で

明記している設計に必要な要求事項に対して，設計方針が抜けなく設定されているかの観点

でレビューし，承認した。 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

○ ◎ － ○ 

保守総括グループマネージャーは，様式－2 で抽出した機器に対し，詳細な検討が必要と

なる設計の要求事項を明記している様式－5 及び基本設計方針をインプットとして，該当す

る条文の基本設計方針に対する適合性を確保するための詳細設計を実施し，その結果をアウ

トプットとして様式－8の「工認設計結果（要目表／設計方針）」欄に取りまとめた。 

 

保守総括グループマネージャーは，「運用要求」に分類した基本設計方針を取りまとめ，

（発電管理室）プラント管理グループマネージャーに必要な検討を依頼した。 

 

保守総括グループマネージャーは，取りまとめた様式－8 の「工認設計結果（要目表／設

計方針）」欄について添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）」で

明記している条文ごとの基本設計方針に対する必要な設計が行われているか，詳細な検討が

必要な事項について設計が行われているかの２つの観点で確認した。 

 

基本設計方針の設計要求事項ごとの詳細設計の実績を，その実績のレビュー，設計の体制

及び外部との情報伝達に関する実施状況を含めて，以下の「1.」以降に示す。（【 】は，

本工事計画内の資料との関連） 

 

・様式－8 

  基準適合性を確保す

るための設計結果と

適合性確認状況一覧

表 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

「原子炉冷却系統施設」

参照 
○ 

1. 共通的に適用される設計 

  共通的に適用される設計項目に対する設計を，以下に示すとおり実施した。 

  ・技術基準規則第 4条（設計基準対象施設の地盤）の適合に必要な設計を添付書類「Ⅴ

-1-10-4 2. 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の地盤の設計」で実施した。

  ・技術基準規則第 7条（外部からの衝撃による損傷の防止）の適合に必要な設計を添付

書類「Ⅴ-1-10-4 6. 自然現象への配慮に関する設計」で実施した。 

・技術基準規則第 9条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）の適合に必要

な設計を添付書類「Ⅴ-1-10-4 8. 不法な侵入等の防止設計」で実施した。 

・技術基準規則第 11条（設計基準対象施設の火災による損傷の防止），第 52 条（重大

事故等対処施設の火災による損傷の防止）の適合に必要な設計を添付書類「Ⅴ-1-10-

4 9. 火災による損傷の防止」で実施した。 

・技術基準規則第 13 条（安全避難通路等）の適合に必要な設計を添付書類「Ⅴ-1-10-4

13. 安全避難通路等に係る設計」及び「14. 非常用照明に係る設計」で実施した。

・技術基準規則第 48条（設計基準対象施設の準用）の適合に必要な設計を添付書類「Ⅴ

-1-10-4 16. 内燃機関の設計」で実施した。 

 

「原子炉冷却系統施設」

参照 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － － ○ 

2. 火災防護対策を行う機器等の選定 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災防護対策を行う機器等を，

以下のとおり選定した。 

 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設計基準対象施設における火災

防護対策を行う機器等を，関係法令，基本設計方針及び設備図書（配置図，構造図）をイ

・設計資料（火災防護設

備） 

 

適合性確認対象

設備の各条文へ

の適合性を確保

するための設計

（設計 2） 

(3.5 調達)

設備設計に

係る調達管

理の実施 
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各段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の部門間 

の相互関係 

◎:主担当 ○:関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

(△) 

実  施  内  容 

（設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果） 
備  考 

当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

ンプットとして，原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統及びその系統を構

成する機器等並びに放射性物質を貯蔵する機器等を，設計基準対象施設に対する火災防護

対策を行う機器として選定し，選定した結果の機器リストをアウトプットとして設計資料

に取りまとめた。 

 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，重大事故等対処施設における火

災防護を行う機器等を，基本設計方針及び設置変更許可申請書をインプットとして，重大

事故等対処施設に対する火災防護対策を行う機器等を選定し，選定した結果の機器リスト

をアウトプットとして設計資料に取りまとめた。 

 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，取りまとめた設計資料をレビュ

ーし，承認した。 

 

 【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － － ○ 

3. 火災区域及び火災区画の設定 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災区域及び火災区画を以下の

とおり設定し，火災区域及び火災区画構造物の設計を実施した。 

 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「2. 火災防護対策を行う機器

等の選定」にて設計した火災防護対策を行う機器等の選定結果及び設備図書（配置図）を

インプットとして，インプットとして用いた設備図書（配置図）と現場が整合しているこ

との確認のための現場確認（ウォークダウン）を実施し，運用上の措置を踏まえて火災区

域及び火災区画を設定したうえで，火災区域及び火災区画構造物の仕様（材質，厚さ）の

設計を実施し，アウトプットとして，火災区域及び火災区画のリスト，配置図並びに火災

区域及び火災区画構造物の設備仕様を設計資料に取りまとめレビューし，承認した。 

 

 【要目表】【火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面】【発電用原子炉施設の火災

防護に関する説明書】 

 

・設計資料（火災防護設

備） 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － 
◎ 

○ 
○ 

4. 火災発生防止 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針をインプットとし

て，火災発生防止対策，不燃性材料又は難燃性材料の使用及び落雷，地震等の自然現象に

よる火災発生の防止に関する設計を行った。 

 

   (1) 火災発生防止対策の設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，以下の「a.」～「g.」の

火災発生防止対策の設計を行った。 

 

    a. 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令をインプット

として，発火性又は引火性物質の選定を実施し，対象として消防法で危険物とし

て定められる潤滑油及び燃料油並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定めら

・調達文書 

・業務報告書 

・設計資料（火災防護設

備） 
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各段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の部門間 

の相互関係 

◎:主担当 ○:関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

(△) 

実  施  内  容 

（設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果） 
備  考 

当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

れるガスのうち可燃性である水素を対象として，以下に示すとおり設計を実施し

た。 

 

     (a) 潤滑油及び燃料油を内包する設備 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，

構造図）をインプットとして，潤滑油及び燃料油を内包する設備を抽出し，潤

滑油及び燃料油を内包する設備のリストを作成した。 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，潤滑油及び燃料油を

内包する設備のリストをインプットとして，以下の火災発生防止対策の設計を

実施した。 

 

       ・設備図書（構造図）により設備の状況を確認し，油の漏えい防止及び拡大

防止対策の設計を実施した。 

       ・設備図書（配置図）及び現場確認（ウォークダウン）により壁の配置を確

認し，壁による配置上の考慮の設計を実施し，壁で遮断されていない設備

は，現場確認（ウォークダウン）による離隔距離の確認を実施し，離隔に

よる配置上の考慮の設計を実施した。 

       ・設備図書（構造図，取扱説明書）により，潤滑油及び燃料油の引火点が環

境温度より高いことを確認した。引火点の確認結果により，漏えいしても

爆発性の雰囲気を形成しないことを考慮して，設備図書（系統図）により，

換気空調系統を確認し，空調機器による機械換気又は自然換気を行う換気

の設計を実施した。 

       ・引火点の確認結果により，漏えいしても爆発性の雰囲気を形成しないこと

を考慮して，電気設備の接地対策等の防爆対策として，爆発性雰囲気とな

らない設計を実施した。 

       ・設備図書（構造図）により，運用上の措置を含めて潤滑油及び燃料油を貯

蔵する設備の貯蔵量を制限する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

これらの設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (b) 水素を内包する設備 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，

構造図）をインプットとして，水素を内包する設備を抽出し，水素を内包する

設備のリストを作成した。 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，水素を内包する設備

のリストをインプットとして，以下の火災発生防止対策の設計を実施した。 

 

       ・設備図書（構造図）をインプットとして，運用上の措置を含めて水素の漏

えい防止及び拡大防止のための構造の設計を実施した。 

       ・設備図書（構造図）をインプットとして，水素を発生する設備である蓄電

池に，中央制御室へ警報発信する機能を有する水素濃度検知器を設置する

設計を実施した。気体廃棄物処理設備内の水素濃度計により中央制御室に

て常時監視できる設計とし，水素濃度が上昇した場合には中央制御室に警
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報を発する設計を実施した。水素を冷却に使用する発電機水素ガス冷却設

備に，発電機内の水素純度や水素圧力が低下した場合，中央制御室へ警報

を発する設計を実施した。 

       ・設備図書（配置図）をインプットとして，壁の配置を確認し，壁，床及び

天井による配置上の考慮の設計を実施した。 

       ・設備図書（構造図，換気空調系統の設計資料）及び蓄電池の水素発生量を

インプットとして，水素濃度を燃焼限界濃度未満とするように多重化した

空調機器による機械換気を行う換気の設計を実施した。 

       ・漏えい防止及び拡大防止等の設計結果及び換気設計の結果をインプットと

して，電気設備の接地対策等の防爆対策が不要な爆発性雰囲気とならない

設計を実施した。 

       ・設備図書（構造図）をインプットとして，運用上の措置を含めて，水素ボ

ンベを必要な本数のみを貯蔵する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

これらの設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

    b. 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，可燃性の蒸気又は可燃

性の微粉の対策を以下に示すとおり設計した。 

 

     (a) 可燃性の蒸気 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，潤滑油及び燃料油の

引火点の確認結果をインプットとして，可燃性の蒸気の対策として，運用上の

措置を含めて爆発性雰囲気とならない設計を実施した。 

       また，有機溶剤使用時には，運用上の措置を含めて換気を実施する設計を実

施した。 

 

     (b) 可燃性の微粉 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，民間規格をインプッ

トとして，可燃性粉じん及び爆発性粉じんを発生する対象設備を選定し，常設

設備として設置していないことを確認したうえで，可燃性の微粉の対策とし

て，微粉を発生する仮設設備等を設置しない運用上の措置を含めた設計を実施

した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

これらの設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

    c. 発火源への対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，電源系統の基本設計方

針をインプットとして，火花を発生する設備及び高温となる設備を抽出し，火花

が外部に出ない対策を設計し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りま

とめた。 
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    d. 過電流による過熱防止対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（系統図）を

インプットとして，対策を実施する電気系統を抽出し，保護継電器及び遮断器に

て故障回路を早期に遮断する過電流による過熱防止対策を設計し，アウトプット

として設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

    e. 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，民間規格及び原子炉格

納施設の基本設計方針をインプットとして，放射線分解等により水素を発生させ

る設備を抽出し，水素の蓄積防止対策を設計し，アウトプットとして設計結果を

設計資料に取りまとめた。 

 

    f. 放射性廃棄物の処理及び貯蔵設備の火災の発生防止対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書及び放射性廃

棄物の処理及び貯蔵の運用をインプットとして，放射性廃棄物の処理及び貯蔵設

備を抽出し，使用済イオン交換樹脂等は金属製のタンク又は容器内に貯蔵する等

の運用上の措置を含めた放射性廃棄物の処理及び貯蔵設備の火災の発生防止対

策を設計し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

    g. 電気室の目的外使用の禁止 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書をインプット

として，対象とする電気室を抽出し，運用上の措置を含めて電気室の目的外使用

を禁止する設計を実施し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめ

た。 

 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」～「g.」で取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

     【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

   (2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

    a. 適用方針 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「2. 火災防護を行う

機器等の選定」にて設計した火災防護を行う機器等の選定結果，関係法令，民間

規格をインプットとして，火災防護を行う機器等に使用する材料の適用方針を以

下に示すとおり設計した。 

     (a) 不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計 

     (b) 代替材料を使用する設計 

     (c) 延焼を防止する措置を行う設計 

     (d) 難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保する設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，適用方針に基づく設計

の実施に当たって，設備図書（系統図，構造図）等により，(a)の方針に適合する

材料であること，(b)の方針による代替材料に適合する材料であることを確認し，

(a)及び(b)の方針に基づく材料の使用が技術上困難な部材について，(c)の延焼
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防止の措置を設計し，また(d)の方針に基づく非難燃ケーブルに対する難燃ケー

ブルと同等以上の難燃性能を確保するための措置を設計した。 

 

    b. 部材ごとの設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」にて設計した適

用方針を，適用する以下の部材ごとに，使用する材料の詳細な仕様を設計した。

 

     (a) 主要な構造材 

       「a. 適用方針(a)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（系統図，構造図）

をインプットとして，不燃性材料又は難燃性材料を適用する，機器，配管，ダ

クト，トレイ，電線管，盤の筐体等の主要な構造材のリストを作成した。 

       主要な構造材のリスト，関係法令及び民間規格をインプットとして，建築基

準法に基づき認定を受けた不燃材料又はステンレス鋼等の金属材料を使用す

る仕様とする設計を実施した。 

 

       「a. 適用方針(c)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（構造図）をインプ

ットとして，不燃性材料又は難燃性材料及び代替材料の使用が技術上困難な，

配管のパッキン類，潤滑油，盤内電気配線等の部材を選定し，躯体又は盤の内

部に設置する等の延焼を防止するための措置を設計した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (b) 保温材 

       「a. 適用方針(a)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（構造図）をインプ

ットとして，不燃性材料又は難燃性材料を適用する保温材を選定し，関係法令

及び民間規格をインプットとして，建設省告示に定められた不燃材料又は建築

基準法に基づき認定を受けた不燃材料を使用する設計を実施した。 

 

       「a. 適用方針(b)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果，関係法令及び設備図書（構造図）

をインプットとして，建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料と同等以上の

性能を有する代替材料を使用する設計を実施した。 

 

「a. 適用方針(c)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」

にて設計した火災防護を行う機器等の選定結果，関係法令及び設備図書（配置

図，構造図）をインプットとして，不燃性材料，難燃性材料又は代替材料の使

用が技術上困難な場合は，運用上の措置を含めて延焼防止の措置を実施する設

計を実施した。 
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       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (c) 建屋内装材 

       「a. 適用方針(a)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（配置図、構造図）

をインプットとして，不燃性材料又は難燃性材料を適用する建屋内装材を選定

し，関係法令及び民間規格をインプットとして，建築基準法に基づき認定を受

けた不燃材料又は消防法に基づき認定を受けた防炎物品を使用する設計を実

施した。 

 

       「a. 適用方針(b)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（配置図、構造図）

をインプットとして，消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同等以上である

ことを消防法の防炎防火対象物の指定等の項に示される防炎試験により確認

した代替材料を使用する設計を実施した。 

 

       「a. 適用方針(c)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（配置図、構造図）

をインプットとして，不燃性材料，難燃性材料又は代替材料の使用が技術上困

難な場合は，延焼防止の措置を実施する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (d) ケーブル 

       「a.適用方針(a)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」にて

設計した火災防護を行う機器等の選定結果，設備図書（系統図，構造図），業

務報告書，技術資料（燃焼試験結果）をインプットとして，不燃性材料及び難

燃性材料を適用するケーブルを選定し，関係法令及び民間規格をインプットと

して，ケーブル（光ファイバ含む）の自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験

及び延焼性を確認する IEEE 垂直トレイ燃焼試験により自己消火性及び延焼性

を確認した難燃ケーブルを使用する設計とし，ケーブル（光ファイバ含む）の

自己消火性及び延焼性の試験を「c.設計に関する調達管理」に示す調達にて実

施した。 

 

       「a. 適用方針(c)」の設計として，「2. 火災防護を行う機器等の選定」に

て設計した火災防護を行う機器等の選定結果，民間規格，技術資料（燃焼試験

結果）及び設備図書（図面）をインプットとして，不燃性材料，難燃性材料又

は代替材料の使用が技術上困難な場合は，電線管への収納，延焼防止材による

保護等の延焼防止の措置を実施する設計を実施した。 

 

       また，「a. 適用方針(d)」の設計として，非難燃ケーブルのようにケーブル

単体で自己消火性を確認したが，延焼性が確認できないケーブルの場合は，「2.
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火災防護を行う機器等の選定」にて設計した火災防護を行う機器等の選定結

果，建設時又は改修時の仕様あるいは記録，業務報告書，技術資料（燃焼試験

結果）をインプットとして，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シート，

結束ベルト及びファイアストッパで覆った複合体（以下，「複合体」という。）

の自己消火性，延焼及び遮炎性の試験を「c. 設計に関する調達管理」による

調達にて実施し，難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保するための措置と

して，複合体を形成する設計及び電線管に収納する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (e) 換気空調設備のフィルタ 

       「a. 適用方針(a)」の設計として，民間規格及び設備図書（系統図，構造図）

をインプットとして，換気空調設備のフィルタを抽出し，民間規格の試験に満

足する難燃性フィルタを使用する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     (f) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油 

       「a. 適用方針(a)」の設計として，設備図書（系統図，構造図）をインプッ

トとして，建屋内に設置する変圧器及び遮断器を抽出し，絶縁油を内包しない

型式の変圧器及び遮断器を使用する設計を実施した。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，アウトプットとして

設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

    c. 設計に関する調達管理 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」，「b.」の設計

に必要な「ケーブル（光ファイバ含む）の自己消火性及び延焼性の試験」，「複

合体の自己消火性，延焼性及び遮炎性の試験」について，調達文書を作成し，添

付書類「Ⅴ-1-10-1 3.5 本工事計画における調達管理の方法」に基づく調達管

理を実施した。 

      供給者は，「ケーブル（光ファイバ含む）の自己消火性及び延焼性の試験」，

「複合体の自己消火性，延焼性及び遮炎性の試験」の試験方法を明確にして試験

を実施し，試験結果に取りまとめた。 

      供給者は，取りまとめた結果について，それぞれ，（発電管理室）火災防護対

策グループマネージャーにより試験方法を満たす結果となっていることの確認

を受け，アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に提出した。 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，供給者から受領した業

務報告書を確認し，承認した。 

 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」～「c.」で取り

まとめた設計資料をレビューし，承認した。 

適合性確認対象

設備の各条文へ

の適合性を確保

するための設計

（設計 2） 

(3.5 調達)

設備設計に

係る調達管

理の実施 
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     【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

   (3) 落雷・地震等の自然現象による火災発生の防止について 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，自然現象に関する防護の

基本設計方針を踏まえて，自然現象の性質を考慮して，火災発生防止の対策を設計

する自然現象を選定し，以下の「a.」～「d.」の落雷，地震等の自然現象による火

災発生の防止に関する設計を行った。 

 

    a. 落雷による火災発生の防止 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，落雷による火災の発生

防止に関する設計について，関係法令，民間規格及び設備図書（構造図）をイン

プットとして，避雷設備を設置する対象を抽出し，アウトプットとして設計結果

を設計資料に取りまとめた。 

 

    b. 地震による火災の発生防止 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「2. 火災防護を行う

機器等の選定」にて選定した火災防護を行う機器等の耐震評価を添付書類「Ⅴ-

1-10-4 4. 地震による損傷防止に関する設計」で実施した。 

 

    c. 森林火災による火災の発生防止 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャー及び（発電管理室）プラン

ト安全向上グループマネージャーは，「2. 火災防護を行う機器等の選定」にて

設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（防火帯設置図）をイン

プットとして，森林火災による火災の発生防止のための防火帯による防護の設計

を実施し，アウトプットとして設計資料に取りまとめた。   

 

    d. 竜巻（風（台風含む。））による火災の発生防止 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャー及び（発電管理室）プラン

ト安全向上グループマネージャーは，「2. 火災防護を行う機器等の選定」にて

設計した火災防護を行う機器等の選定結果及び設備図書（配置図，構造図）をイ

ンプットとして，竜巻（風（台風含む。））による火災の発生防止のための竜巻

防護対策設備による防護，燃料油等を内包した車両の飛散防止対策及び常設代替

高圧電源装置の燃料油等が漏えいした場合の拡大防止対策等を実施する設計を

実施し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」～「d.」で取りま

とめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

     【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 
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計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ 〇 － ○ 

5. 火災の感知及び消火 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針をインプットとし

て，火災感知設備及び消火設備の設備設計を実施した。 

 

 5.1 要求機能及び性能目標 

   （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針をインプットと

して，火災感知設備及び消火設備ごとに要求機能を整理し，アウトプットとして設計資

料に取りまとめた。 

 

   （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災感知設備及び消火設備ご

とに整理した要求機能をインプットとして，評価対象設備ごとに，機能設計上の性能目

標及び構造強度上の性能目標を定め，その結果をアウトプットとして設計資料に取りま

とめた。 

 

   （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，取りまとめた設計資料をレビ

ューし，承認した。 

 

 5.2 火災感知設備 

   （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災感知設備の要求性能及び

性能目標を達成するための機能設計及び構造強度設計を以下に示すとおり実施した。 

 

  5.2.1 方針の設定 

   (1) 機能設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性能

目標」で定めた機能設計上の性能目標をインプットとして，火災感知設備の機能設

計方針を定めた。 

 

   (2) 構造強度設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性能

目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を達成するよう，構造強度の設計方針，

荷重の設定，荷重の組合せの考え方及び機能維持の方針を以下に示すとおり実施し

た。 

 

    a. 構造強度の設計方針 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標及び「5.2.1(1) 機能設計」で定め

た機能設計方針をインプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウトプット

として設計資料に取りまとめた。 

 

    b. 荷重及び荷重の組合せ 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標をインプットとして，荷重の種類及

び荷重の組合せの考え方を設定し，アウトプットとして設計資料に取りまとめ

た。 

・設計資料（火災防護設

備） 
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    c. 機能維持の方針 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標，「5.2.1(2)a. 構造強度の設計方

針」で定めた構造強度の設計方針及び「5.2.1(2)b. 荷重及び荷重の組合せ」で

定めた荷重をインプットとして，構造計画及び火災感知設備の電気的機能の保持

を確認する加振試験の実施を含めた評価方針を定め，アウトプットとして設計資

料に取りまとめた。 

 

  5.2.2 設備仕様に係る設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.2.1(1) 機能設計」

の考え方をインプットとして，火災感知設備の設備仕様に係る設計を以下に示すと

おり定めた。 

 

   (1) 火災感知設備の設備設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令，「3. 火災区

域及び火災区画の設定」にて設計した火災区域及び火災区画の設定結果及び設備図

書（配置図，構造図）をインプットとして，消防法の設置条件に基づき以下の火災

感知器の設置方針を決定した。 

 

     ・アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を異なる種類の感知器を組み合

わせて設置する基本の設置方針 

     ・基本の設置ができない場合の設置方針 

      

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災感知器の設置方針を

インプットとして，屋内，屋外等の周囲の環境条件を考慮して設置場所に応じた火

災感知器の仕様を決定するための設計を実施した。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令及び設備図書（構

造図，電源系統図）をインプットとして，火災感知器の動作を特定する機能等の火

災受信機盤の仕様，火災感知設備の電源確保，自然現象の考慮に関する設計を実施

し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

   (2) 火災感知設備の環境条件等の健全性に係る設計 

     保守総括グループマネージャーは，火災感知設備に必要な設備設計のうち健全性

に係る「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査性」の設計を，添付書類「Ⅴ-1-

10-4 11. 健全性に係る設計」で実施し，アウトプットとして，設計結果を設計資

料に取りまとめた。 

 

  5.2.3 各機器固有の設計 

   (1) 耐震評価 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.2.1(2) 構造強度設

計」で定めた機能維持の方針をインプットとして，火災感知設備の耐震評価を，添

付書類「Ⅴ-1-10-4 4.11.1 火災防護設備の耐震設計」で実施した。 
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（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，取りまとめた設計資料をレビ

ューし，承認した。 

 

    【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】【耐震に関する説明書】 

 

 5.3 消火設備 

   （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，消火設備の要求性能及び性能

目標を達成するための機能設計及び構造強度設計を以下に示すとおり定めた。 

 

  5.3.1 方針の設定 

   (1) 機能設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性能

目標」で定めた機能設計上の性能目標をインプットとして，消火設備の機能設計方

針を定めた。 

 

   (2) 構造強度設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性能

目標」で定めた構造強度設計上の性能目標を達成するよう，構造強度の設計方針，

荷重の設定，荷重の組合せの考え方及び機能維持の方針を以下に示すとおり実施し

た。 

 

    a. 構造強度の設計方針 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標及び「5.3.1(1) 機能設計」で定め

た機能設計方針をインプットとして，構造強度設計の方針を定め，アウトプット

として設計資料に取りまとめた。 

 

    b. 荷重及び荷重の組合せ 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標をインプットとして，荷重の種類及

び荷重の組合せの考え方を設定し，アウトプットとして設計資料に取りまとめ

た。 

 

    c. 機能維持の方針 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.1 要求性能及び性

能目標」で定めた構造強度設計上の性能目標，「5.3.1(2)a. 構造強度の設計方

針」で定めた構造強度の設計方針及び「5.3.1(2)b. 荷重及び荷重の組合せ」で

定めた荷重をインプットとして，構造計画並びに消火設備の動的及び電気的機能

の保持を確認する加振試験の実施を含めた評価方針を定め，アウトプットとして

設計資料に取りまとめた。 
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  5.3.2 設備仕様に係る設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.3.1(1) 機能設計」

の考え方をインプットして，消火設備の設備仕様に係る設計を以下に示すとおり定

めた。 

 

   (1) 消火設備の詳細設計 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令，「3. 火災区

域及び火災区画の設定」にて設計した火災区域及び火災区画の設定結果並びに設備

図書（配置図，構造図）をインプットとして，以下の火災区域及び火災区画の特徴

に応じた消火設備の設計方針を決定した。 

 

     ・煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画

に設置する消火設備の設置方針 

     ・煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する

消火設備の設置方針 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図），消

火設備の設置方針をインプットとして，建屋内の火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処設備を設置する火災区域又は火災区画は，基本的に煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難となるものとして選定し，煙の充満による消火活動の

状況等を考慮した消火設備について，仕様，消火剤の容量，消火設備の系統構成，

電源確保，二次的影響の考慮，警報機能，自然現象の配慮，消火栓の配置及び移動

式消火設備並びに運用上の措置を含む設計が必要な要求を満たす機能を有するこ

とを確認し，その結果をアウトプットとして系統図，設備仕様，配置図及び設定根

拠を設計資料に取りまとめた。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図），消

火設備の設置方針をインプットとして，可燃物量を確認したうえで，煙の充満等に

より消火活動が困難とならない火災区域及び火災区画を選定し，火災区域の特徴に

応じた消火設備として，仕様，消火剤の容量，消火設備の系統構成，電源確保，二

次的影響の考慮，警報機能，自然現象の配慮，消火器の配置，消火栓の配置及び移

動式消火設備並びに運用上の措置を含む設計が必要な要求を満たす機能を有する

ことを確認し，その結果をアウトプットとして系統図，設備仕様，配置図及び設定

根拠を設計資料に取りまとめた。 

 

   (2) 消火設備の環境条件等の健全性に関する設計 

     保守総括グループマネージャーは，消火設備に必要な設備設計のうち健全性に係

る「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査性」の設計を添付書類「Ⅴ-1-10-4

11. 健全性に係る設計」で実施し，アウトプットとして，設計結果を設計資料に取

りまとめた。 
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  5.3.3 各機器固有の設計 

   (1) 耐震評価 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.3.1(2) 構造強度設

計」で定めた機能維持の方針をインプットとして，消火設備の耐震評価を，添付書

類「Ⅴ-1-10-4 4.11.1 火災防護設備の耐震設計」で実施した。 

      

   (2) 強度評価 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，消火設備の強度評価を，

添付書類「Ⅴ-1-10-4 12.1(3) クラス３機器の強度評価」及び添付書類「Ⅴ-1-

10-4 12.5 発電用火力設備の技術基準による強度評価」で実施した。 

 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「5.3.1」及び「5.3.2」で取

りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

    【要目表】【設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】【火災防護設備に係る機

器の配置を明示した図面】【火災防護設備系統図】【発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書】【耐震に関する説明書】【強度に関する説明書】 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － ○ ○ 

6. 火災の影響軽減対策 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令及び基本設計方針をイ

ンプットとして，火災の影響軽減が必要な火災区域の分離，火災防護対象機器等の系統分

離，換気空調設備の影響軽減対策，煙に対する影響軽減対策，油タンクの影響軽減対策に

関する設計を実施した。 

 

   (1) 火災の影響対策が必要な火災区域の分離 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「3. 火災区域及び火災

区画の設定」にて設計した火災区域及び火災区画の配置図及び設備図書（配置図）

を用いた確認を実施したうえで，設備図書（配置図）と現場が整合していることの

確認のための現場確認（ウォークダウン）をインプットとして，火災の影響軽減対

策が必要な火災区域を設定し，その結果をアウトプットとして配置図に取りまとめ

た。 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令，民間規格及び

基本設計方針をインプットとして，耐火壁（貫通部シール，防火扉，防火ダンパを

含む。）の火災耐久試験の方法を決定した。 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災耐久試験の方法をイ

ンプットとして，耐火壁（貫通部シール，防火扉，防火ダンパを含む。）の火災耐

久試験の調達文書を作成し，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.5 本工事計画における調達

管理の方法」に基づく調達管理を実施した。 

     供給者は，（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーが調達文書にて要

求した火災の影響低減対策について検討し，その結果を取りまとめた。 

 

     供給者は，取りまとめた結果について，（発電管理室）火災防護対策グループマ

ネージャーにより火災耐久試験の方法を満たした結果となっていることの確認を

受け，アウトプットとして業務報告書を作成し，当社に業務報告書を提出した。 

・調達文書 

・業務報告書 

・設計資料（火災防護設

備） 

 

 

適合性確認対象

設備の各条文へ

の適合性を確保

するための設計

（設計 2） 

(3.5 調達)

設備設計に

係る調達管

理の実施 
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当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，供給者から受領した業務

報告書を確認し，承認した。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，配置図及び火災耐久試験

の結果をインプットとして，耐火壁（貫通部シール，防火扉，防火ダンパを含む。）

の仕様を決めるための設計を実施し，火災の影響軽減が必要な火災区域のリスト，

配置図及び火災区域構造物の設計を行い，アウトプットとして設備仕様及び配置図

を設計資料に取りまとめた。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，取りまとめた設計資料を

レビューし，承認した。 

 

    【要目表】【火災防護に係る機器の配置を明示した図面】【発電用原子炉施設の火

災防護に関する説明書】 

 

   (2) 火災の影響軽減のうち火災防護機器等の系統分離 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針をインプッ

トとして，火災防護機器等の系統分離の設計を，以下の「a.」～「i.」に示すとお

り実施した。 

 

    a. 火災防護対象機器等の選定 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（系統図，構

造図）をインプットとして，火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し，維持する機能を達成するために必要な機器（以下「火災防護対象機器」

という。）のリストを作成した。 

      そのリストをインプットとして，以下に示すとおり設計を実施した。 

 

    b. 火災防護対象機器等に対する系統分離対策方法及び火災耐久試験方法の設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令，民間規格及

び基本設計方針をインプットとして，隔壁等による系統分離対策の方法及び火災

耐久試験の方法を決定した。 

 

    c. 火災耐久試験の条件設定のための高温ガス温度算出 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針及び設備

図書（配置図，構造図）をインプットとして，火災を想定した火災源からの火災

の影響（高温ガス，火炎プルーム，輻射）を評価できる火災力学ツール（FDTs）

を用いて，火災耐久試験の条件設定の諸元として高温ガス温度を算出し，アウト

プットとして，FDTs 算出結果を設計資料に取りまとめた。 

      高温ガス温度算出の具体的な解析業務の状況については，添付書類「Ⅴ-1-10-

4 1. 設計に係る解析業務の管理」に示す。 

 

    d. 系統分離対策の設計のための火災耐久試験 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災耐久試験の方法を

インプットとして，耐火能力を有する隔壁等の火災耐久試験の調達文書を作成
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当社 供給者 本店 発電所 供給者 業務実績又は業務計画 記録等 

し，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.5 本工事計画における調達管理の方法」に基づく

調達管理を実施した。 

      供給者は，（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーが調達文書にて

要求した耐火能力を有する隔壁等の火災耐久試験の方法を定めて試験を実施し，

その結果を取りまとめた。 

      供給者は，取りまとめた結果について，（発電管理室）火災防護対策グループ

マネージャーより試験方法を満たした結果となっていることの確認を受け，アウ

トプットとして業務報告書を作成し，当社に業務報告書を提出した。 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，供給者から受領した業

務報告書を確認し，承認した。 

 

    e. 火災防護対象機器等に対する系統分離対策の設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令，火災耐久試

験の結果，火災防護対象機器等のリスト及び設備図書（配置図，構造図）をイン

プットとして，隔壁等による系統分離対策を設計し，アウトプットとして設計結

果を設計資料に取りまとめた。 

 

    f. 系統分離のために設置する火災感知設備及び自動消火設備の設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，基本設計方針，火災防

護対象機器等のリスト及び設備図書（配置図，構造図）をインプットとして，系

統分離のための自動消火設備及び火災感知設備の設計を実施し，アウトプットと

して設計結果を設計資料に取りまとめた。 

     

    g. 中央制御室制御盤の系統分離対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「e. 火災防護対象機

器等に対する系統分離対策の設計」と同等の系統分離対策として，以下の運用上

の措置及び中央制御室制御盤の系統分離対策を設計した。 

 

     (a) 措置 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図）

をインプットとして，火災により中央制御室制御盤１面の安全機能が喪失して

も，原子炉を安全に停止するために必要な手順を管理する。 

 

     (b) 系統分離対策 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（構造図）

をインプットとして，中央制御室制御盤の操作スイッチ及びケーブルについ

て，実証試験結果（構成部品への火災影響確認）を踏まえて，隔壁及び距離に

より分離する系統分離対策の設計を実施し，アウトプットとして設計結果を設

計資料に取りまとめた。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図）

をインプットとして，中央制御室制御盤内の火災発生時の早期火災感知のため

の，高感度煙感知器及び火災の発生個所の特定が困難な場合を想定し可搬型の

適合性確認対象

設備の各条文へ

の適合性を確保

するための設計

（設計 2） 

(3.5 調達)

設備設計に

係る調達管

理の実施 
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サーモグラフィカメラを設置する設計を実施し，アウトプットとして設計結果

を設計資料に取りまとめた。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図）

をインプットとして，電気機器へ影響のない二酸化炭素消火器を配備する設計

を実施し，アウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

        h. 中央制御室床下の系統分離対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，構

造図）をインプットとして，中央制御室床下コンクリートピット内に安全区分の

異なるケーブルを施設しない設計を実施し，アウトプットとして設計結果を設計

資料に取りまとめた。 

 

    i. 原子炉格納容器内の火災の影響軽減対策 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「e. 火災防護対象機

器等に対する系統分離対策の設計」と同等の火災影響軽減対策として以下に示す

とおり設計した。 

 

     (a) 措置 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図）

をインプットとして，原子炉格納容器内で火災が発生し，時間経過とともに

徐々に進展した場合に，原子炉を安全に停止するために必要な手順を選定し，

管理する措置を行う設計とした。 

 

     (b) 系統分離対策 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（構造図）

をインプットとして，原子炉格納容器内の火災防護対象機器等について，ケー

ブルを電線管で敷設する等の系統分離対策の設計を実施し，アウトプットとし

て設計結果を設計資料に取りまとめた。 

 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，

系統図）をインプットとして，原子炉格納容器内で火災が発生した場合に，原

子炉格納容器外のエアロック付近に常備する消火器及び消火栓を用いて消火

する手順及び原子炉格納容器内への進入が困難な場合に，窒素パージ後に格納

容器内へ進入し消火する等の手順を設計し，アウトプットとして設計結果を設

計資料に取りまとめた。 

 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」～「i.」で取りま

とめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

    【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 
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   (3) 換気空調設備に対する火災の影響軽減対策 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，構造

図）をインプットとして，防火ダンパの設置場所及び仕様の設備設計を実施し，ア

ウトプットとして設計結果を設計資料に取りまとめレビューし，承認した。 

 

    【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

   (4) 煙に対する火災の影響軽減対策 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令及び設備図書（配

置図，構造図）をインプットとして，基本設計方針にて選定した火災区域において，

火災時に煙を排気できる機能を有する排煙設備の仕様を設計し，アウトプットとし

て設計結果を設計資料に取りまとめレビューし，承認した。 

 

    【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

   (5) 油タンクに対する火災の影響軽減対策 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，設備図書（配置図，構造

図）をインプットとして，油タンクの排気及びベント管の設計を実施し，アウトプ

ットとして設計結果を設計資料に取りまとめレビューし，承認した。 

 

    【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － － ○ 

7. 原子炉の安全確保 

   (1) 原子炉の安全停止対策 

    a. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「6.(2)e. 火災防護対

象機器等に対する系統分離対策の設計」をインプットとして，火災区域又は火災

区画の火災が発生した場合に，火災が発生している火災区域又は火災区画内の全

機器の動的機能喪失を想定しても，原子炉の安全停止に必要な成功パスが一つ以

上確保され，原子炉を安全に停止できることを確認し，アウトプットとして設計

資料に取りまとめた。 

 

    b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令をインプット

として，火災に起因する運転時の設計基準事故等が発生した場合に，設計基準事

故等に対処するための機器に単一故障を想定しても，運転操作により原子炉を安

全に停止できることを確認し，アウトプットとして設計資料に取りまとめた。 

 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「a.」及び「b.」で取

りまとめた設計資料をレビューし，承認した。 

 

     【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

 

・設計資料（火災防護設

備） 
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   (2) 火災の影響評価 

     （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災の影響軽減における

系統分離対策により，火災区域又は火災区画で火災が発生しても，原子炉の安全停

止に係わる機能が確保されていること及び火災により発生する原子炉の設計基準

事故等に対処する機器に単一故障を想定しても原子炉の安全停止に係わる機能が

確保されていることを，以下の「a.」の火災影響評価により確認した。 

 

    a. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計に

対する評価 

 

(a) 評価方法 

      （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，原子炉施設内で火災が

発生しても，「6.(2) 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統分離」に

て設計した影響軽減対策により，原子炉の安全停止に係る安全機能が確保される

ことを確認するため，関係法令をインプットとして，隣接火災区域（区画）に影

響を与えるか否か評価する火災伝播評価の方法及び火災区域（区画）に対する火

災影響評価の方法を決定した。 

 

    (b) 評価条件 

       （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「3. 火災区域及び

火災区画の設定」で作成した火災区域及び火災区画の配置図，設備図書（配置

図，構造図）及び「6.(2) 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統分

離」にて設計した影響軽減対策の設計をインプットとして，火災区域及び火災

区画の火災荷重及び床面積等を整理した火災区域（区画）特性表を作成した。

       火災区域（区画）特性表をインプットとして，火災を想定した場合に隣接火

災区域（区画）に影響を与えるか否かを評価し，影響を与える火災区域（区画）

と影響を与えない火災区域（区画）を選定した。 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「6.(2)a. 火災防護

対象機器等の選定」で作成した火災防護対象機器等のリスト及び設備図書（系

統図）をインプットとして，成功パス確認一覧表を作成した。 

 

     (c) 評価結果 

イ. 火災伝播評価 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，火災区域（区画）特

性表をインプットとして，火災を想定した場合に隣接火災区域（区画）に影響

を与えるか否かを評価し，影響を与える火災区域（区画）と影響を与えない火

災区域（区画）を選定し，アウトプットとして，選定結果を設計資料に取りま

とめた。 

 

ロ. 火災区域（区画）に対する火災影響評価 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，成功パス確認一覧表

及び火災区域（区画）特性表をインプットとして，火災影響軽減対策における

系統分離対策の設計により，火災が発生した場合でも原子炉の安全停止に係る
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機能が確保されることを火災影響評価により確認し，アウトプットとして，確

認結果を設計資料に取りまとめた。 

 

b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対する評

価 

（発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，関係法令をインプット

とし，火災により発生する原子炉の設計基準事故等を選定し，その設計基準事故

等に対処するための機器に単一故障を想定した場合に，運用上の措置を含めて，

原子炉の安全停止が可能であることを火災影響評価により確認し，アウトプット

として，確認結果を設計資料に取りまとめレビューし，承認した。 

 

      【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

設

計 

3.3.3 

(2) 

  

◎ － － ○ 

8. 火災防護計画 

  （発電管理室）火災防護対策グループマネージャーは，「1.」から「7.」の設計の中で，

運用の措置に関する設計をリストに整理し，アウトプットとして設計資料に取りまとめレ

ビューし，承認した。 

 

【発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書】 

 

・設計資料（火災防護設

備） 

 

設

計 

3.3.3 

(3) 

  

◎ － － ○ 

設計を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(1) 基本設計

方針の作成（設計 1）」及び添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文

への適合性を確保するための設計（設計 2）」に基づき作成した設計資料について，原設計

者以外の者に検証を実施させ，承認した。 

 

・設計資料（火災防護設

備） 

 

設

計 

3.3.3 

(4) 

  

◎ － － ○ 

設計を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(4) 工事計画

認可申請書の作成」に基づき，適用される要求事項の抜けがないように管理して作成した基

本設計方針（設計 1）及び適用される技術基準の条項に対応した基本設計方針を用いて実施

した詳細設計の結果（設計 2）をもとに工事計画として整理することにより本工事計画認可

申請書案を作成した。 

 

設計を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(4)d. 工事計画

認可申請書案のチェック」に基づき，作成した工事計画認可申請書案について，確認を行っ

た。 

 

・工事計画認可申請書案  

設

計 

3.3.3 

(5) 

  

○ ◎ － ○ 

添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び添付書類「Ⅴ-

1-10-1 3.3.3(4) d. 工事計画認可申請書案のチェック」を実施した工事計画認可申請書

案について，保守総括グループマネージャーは，設計を主管するグループのマネージャーが

作成した資料を取りまとめ，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.3.3(5) 工事計画認可申請書の承認」

に基づき，原子炉施設保安運営委員会における審議及び確認を経て，発電管理室長の承認を

得た。 

 

 

 

・原子炉施設保安運営委

員会議事録 

 

設計のアウトプットに

対する検証

工事計画認可申請書の

作成 

工事計画認可申請書の

承認 
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工

事

及

び

検

査 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

  

○ ◎ ○ △ 

工事を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.1 本工事計画に

基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」に基づき，本工事計画を実現するための具体

的な設計を実施し，決定した具体的な設計結果を様式－8 の「設備の具体的設計結果」欄に

取りまとめる。 

 

工事を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.2 具体的な設備

の設計に基づく工事の実施」に基づき，本工事計画の対象となる設備の工事を実施する。 

 

工事を主管するグループのマネージャーは，本工事計画申請時点で継続中の工事及び適合

性確認検査の計画検討時に，追加工事が必要となった場合，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.5 本

工事計画における調達管理の方法」に基づき，供給者から必要な調達を実施する。 

調達に当たっては，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.5.3(1) 調達文書の作成」及び様式－8に基

づき，必要な調達要求事項を「調達文書」へ明記し，供給者への情報伝達を確実に行う。 

 

検査を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.3 適合性確認検

査の計画」に基づき，本工事計画の対象設備が，技術基準規則の要求を満たした設計の結果

である本工事計画に適合していることを確認するための適合性確認検査を計画する。 

検査を主管するグループのマネージャーは，適合性確認検査の計画に当たって添付書類

「Ⅴ-1-10-1 3.4.3(1) 適合性確認検査の方法の決定」に基づき，検査項目及び検査方法

を決定し，様式－8の「確認方法」欄へ明記するとともにレビューし，承認する。 

 

検査の取りまとめを主管するグループのマネージャーは，適合性確認検査を実施するため

の全体工程を添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.4 検査計画の管理」に基づき管理する。 

 

・様式－8 

  基準適合性を確保す

るための設計結果と

適合性確認状況一覧

表 

・調達文書 

・検査計画 

 

工

事

及

び

検

査 

3.4.5 

3.6.2 

  

－ ◎ － △ 

検査を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.3(1) 適合性確

認検査の方法の決定」で計画した適合性確認検査を実施するため，添付書類「Ⅴ-1-10-1

3.4.5(1) 適合性確認検査の検査要領書の作成」に基づき，以下の項目を明確にした「検査

要領書」を作成し，主任技術者の確認及び品質保証責任者の審査を経て制定する。 

 

・検査目的，検査対象範囲，検査項目，検査方法，判定基準，検査体制， 

不適合管理，検査手順，検査工程，検査概要，検査用計器一覧，検査成績書の事項 

 

工事又は検査を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.6.2 識別

管理及び追跡可能性」に基づき，適合性確認検査対象設備を識別する。 

 

検査を主管するグループのマネージャーは，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.5(3) 適合性確

認検査の体制」に基づき，適合性確認検査の体制を構成する。 

 

検査員は，添付書類「Ⅴ-1-10-1 3.4.5(4) 適合性確認検査の実施」に基づき，「検査要

領書」に基づき確立された検査体制の下で適合性確認検査を実施し，その結果を検査実施責

任者に報告する。 

 

・検査要領書 

・検査記録 

 

本工事計画に基

づく具体的な設

備の設計の実施

（設計 3） 

(3.5 調達)

工事及び検

査に係る調

達管理の実

施 

具体的な設備の

設計に基づく工

事の実施 

(3.5 調達)

工事及び検

査に係る調

達管理の実

施 

適合性確認検査の実施

適合性確認検査の計画

検査計画の管理
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報告を受けた検査実施責任者は，適合性確認検査が検査要領書に基づき適切に実施された

こと及び検査結果が判定基準に適合していることを確認したのち，検査を主管するグループ

のマネージャー及び主任技術者に報告する。 

 

     ：必要に応じ実施する。 
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様式－9 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係） 

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 機器名 

重
要
度
分
類 

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
３ 

設
計
・
開
発
」
の
適
用
有
無 

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
４ 

調
達
」
の
適
用
有
無 

備 考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

火
災
防
護
設
備 

火
災
区
域
構
造
物
及
び
火
災
区
画
構
造
物
※
３
時
間
以
上
の
耐
火
能
力
を
有
す
る
防
護
壁
（150

mm

以
上
） 

－＊ － 

原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

タービン建屋 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

海水ポンプエリア 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

廃棄物処理建屋 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

固体廃棄物作業建屋 （東海，東海第二発電所共用）
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

固体廃棄物貯蔵庫（東海，東海第二発電所共用） 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

給水加熱器保管庫 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

復水貯蔵タンクエリア 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

排気筒モニタ室 B ○ － 
 

 

常設代替高圧電源装置置場  B ○ － 
 

 

軽油貯蔵タンクエリア B ○ － 
 

 

緊急時対策所建屋（東海，東海第二発電所共用） B ○ － 
 

 

常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容器圧力逃が

し装置格納槽，緊急用海水取水ピット 
B ○ － 

 

 

可搬型設備用軽油タンク B ○ － 
 

 

消
火
設
備 

消火系 

ポンプ 

電動機駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共

用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

構内消火用ポンプ（東海，東海第二発電所共用） B ○ － 
 

 

ディーゼル駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電

所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

ディーゼル駆動構内消火ポンプ（東海，東海第二

発電所共用） 
B ○ － 

 

 

容器 

ろ過水貯蔵タンク（東海，東海第二発電所共用） 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

多目的タンク（東海，東海第二発電所共用） 
既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

原水タンク（東海，東海第二発電所共用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプ A用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプ B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-7 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置

A用） 
B ○ －  

ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置

B用） 
B ○ －  

ハロンボンベ（MCC 2D-9 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-9 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-2 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-8 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（代替燃料プール冷却系ポンプ室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2A2-2 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2B2-2 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-8 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-7 用） B ○ － 
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発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 機器名 

重
要
度
分
類 

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
３ 

設
計
・
開
発
」
の
適
用
有
無

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
４ 

調
達
」
の
適
用
有
無 

備 考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

火
災
防
護
設
備 

消
火
設
備 

消火系 容器 

ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御

油圧発生装置 A用） 
B ○ －  

ハロンボンベ（プロセスコンピュータ室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（中央制御室床下コンクリートピッ

ト S1，S2 用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（バッテリー排気ファン室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 MCC他）用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用蓄電池）用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 125V MCC）

用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（ケーブル処理室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-1 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプ A用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプ B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2A1-2 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2B1-2 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ A室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（低圧炉心スプレイ系ポンプ用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ C用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（高圧炉心スプレイ系ポンプ室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（原子炉隔離時冷却系ポンプ室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプ A用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-3 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-5 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-3 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-5 用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（A系スイッチギア室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（B系スイッチギア室，中央制御室外

操作盤用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急用海水ポンプ用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（HPCS 系スイッチギア室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（電気室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（A系蓄電池室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（B系蓄電池室（北側）用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（B系蓄電池室（南側）用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機 A用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機 B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機 A用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機 B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御

油圧発生装置 B用） 
B ○ －  
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発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 機器名 

重
要
度
分
類 

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
３ 

設
計
・
開
発
」
の
適
用
有
無

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
４ 

調
達
」
の
適
用
有
無 

備 考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

火
災
防
護
設
備 

消
火
設
備 

消火系 

容器 

ハロンボンベ（空調機械室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプ B用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（24V バッテリー2A室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（直流 125V 蓄電池 HPCS 室用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（常設低圧代替注水系ポンプ用） B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（緊急時対策所建屋1用）（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急時対策所建屋2用）（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ(常設代替高圧電源装置置場 1用) B ○ － 
 

 

ハロンボンベ(常設代替高圧電源装置置場 2用) B ○ － 
 

 

ハロンボンベ(常設代替高圧電源装置置場 3用) B ○ － 
 

 

ハロンボンベ(カルバート(立坑部)用) B ○ － 
 

 

ハロンボンベ(2D，HPCS，C/S トレンチ用) B ○ － 
 

 

ハロンボンベ(2C C/S トレンチ用) B ○ － 
 

 

二酸化炭素ボンベ（非常用ディーゼル発電機室用） B ○ － 
 

 

二酸化炭素ボンベ（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室用） 
B ○ －  

二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室

2A用）（東海，東海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2B

用）（東海，東海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

主配管 

ろ過水貯蔵タンク ～ ディーゼル駆動消火ポン

プ（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

多目的タンク ～ ろ過水貯蔵タンク出口配管合

流点（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

ろ過水貯蔵タンク出口配管分岐点 ～ 電動機駆

動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

ディーゼル駆動消火ポンプ ～ 原子炉建屋消火

栓分岐点（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

電動機駆動消火ポンプ ～ ディーゼル駆動消火

ポンプ出口配管合流点（東海，東海第二発電所共

用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 

 

 

ディーゼル駆動消火ポンプ出口配管分岐点 ～

固体廃棄物作業建屋消火栓分岐点（東海，東海第

二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

原水タンク ～ ディーゼル駆動構内消火ポンプ

（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

多目的タンク ～ 原水タンク出口配管合流点

（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

原水タンク出口配管分岐点 ～ 構内消火用ポン

プ（東海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

ディーゼル駆動構内消火ポンプ ～ ディーゼル

駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点（東海，東海

第二発電所共用） 

B ○ －  

構内消火用ポンプ ～ ディーゼル駆動構内消火

ポンプ出口配管合流点（東海，東海第二発電所共

用） 

B ○ －  

ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点

～ 海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポ

ンプ室供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共

用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポンプ

室供給配管分岐点 ～ 海水ポンプエリア及び排

気筒モニタ室供給配管分岐点（東海，東海第二発

電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

海水ポンプエリア及び排気筒モニタ室供給配管分

岐点 ～ 海水ポンプエリア供給配管分岐点（東

海，東海第二発電所共用） 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点

～ 緊急時対策所建屋及び常設代替高圧電源装置

置場供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）

B ○ －  
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発
電
用
原
子
炉
施
設
の
種
類 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 機器名 

重
要
度
分
類 

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
３ 

設
計
・
開
発
」
の
適
用
有
無

本
文
品
質
保
証
計
画 

「
７
．
４ 

調
達
」
の
適
用
有
無 

備 考 

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

火
災
防
護
設
備 

消
火
設
備 

消火系 主配管 

海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポンプ

室供給配管分岐点 ～ 常設低圧代替注水系ポン

プ室供給配管分岐点 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

海水ポンプエリア及び排気筒モニタ室供給配管分

岐点 ～ 排気筒モニタ室供給配管分岐点 

既設設備であり，当時の調達管

理に基づき実施している。 
 

ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプ A用） ～ 

ほう酸水注入系ポンプ A 
B ○ －  

ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプ B 用） ～

ほう酸水注入系ポンプ B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-7 用） ～ MCC 2C-7 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置

A用） ～ 原子炉再循環系低速度用電源装置 A 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置

B用） ～ 原子炉再循環系低速度用電源装置 B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-9 用） ～ MCC 2D-9 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-9 用） ～ MCC 2C-9 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-2 用） ～ 125V 

DC MCC 2A-2 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-8 用） ～ MCC 2C-8 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（代替燃料プール冷却系ポンプ室用）

～ 代替燃料プール冷却系ポンプ室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（MCC 2A2-2 用） ～ MCC 2A2-2 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2B2-2 用） ～ MCC 2B2-2 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-8 用） ～ MCC 2D-8 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-7 用） ～ MCC 2D-7 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御

油圧発生装置 A 用） ～ 原子炉再循環系流量制

御弁用制御油圧発生装置 A 

B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（プロセスコンピュータ室用） ～

プロセスコンピュータ室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（中央制御室床下コンクリートピッ

ト S1，S2 用） ～ 中央制御室床下コンクリート

ピット S1，S2 

B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（バッテリー排気ファン室用） ～

バッテリー排気ファン室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 MCC他）用）

～ 緊急用電気室（緊急用 MCC 他） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用蓄電池）用）

～ 緊急用電気室（緊急用蓄電池） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 125V MCC）

用） ～ 緊急用電気室（緊急用125V MCC） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（ケーブル処理室用） ～ ケーブ

ル処理室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-1 用） ～ 125V 

DC MCC 2A-1 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプ A用） ～ 制

御棒駆動水ポンプ A 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプ B用） ～ 制

御棒駆動水ポンプ B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（MCC 2A1-2 用） ～ MCC 2A1-2 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2B1-2 用） ～ MCC 2B1-2 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ A 室用） ～

残留熱除去系ポンプ A室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（低圧炉心スプレイ系ポンプ用） ～

低圧炉心スプレイ系ポンプ 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ B用） ～ 残

留熱除去系ポンプ B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプ C用） ～ 残

留熱除去系ポンプ C 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（高圧炉心スプレイ系ポンプ室用）

～ 高圧炉心スプレイ系ポンプ室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（原子炉隔離時冷却系ポンプ室用）

～ 原子炉隔離時冷却系ポンプ室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプ A 用） ～

代替循環冷却系ポンプ A 
B ○ － 
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ハロンボンベ（MCC 2C-3 用） ～ MCC 2C-3 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2C-5 用） ～ MCC 2C-5 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-3 用） ～ MCC 2D-3 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（MCC 2D-5 用） ～ MCC 2D-5 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（A系スイッチギア室用） ～ A系

スイッチギア室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（B系スイッチギア室，中央制御室外

操作盤用） ～ B系スイッチギア室，中央制御室

外操作盤 

B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（緊急用海水ポンプ用） ～ 緊急

用海水ポンプ 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（HPCS 系スイッチギア室用） ～

HPCS系スイッチギア室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（電気室用） ～ 電気室 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（A系蓄電池室用） ～ A系蓄電池

室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（B系蓄電池室（北側）用） ～ B

系蓄電池室（北側） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（B系蓄電池室（南側）用） ～ B

系蓄電池室（南側） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機 A 用）

～ 非常用ガス再循環系排風機 A 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機 B 用）

～ 非常用ガス再循環系排風機 B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機 A用） ～

非常用ガス処理系排風機 A 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機 B用） ～

非常用ガス処理系排風機 B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御

油圧発生装置 B 用） ～ 原子炉再循環系流量制

御弁用制御油圧発生装置 B 

B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（空調機械室用） ～ 空調機械室 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプ B 用） ～

代替循環冷却系ポンプ B 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（24V バッテリー2A室用） ～ 24V

バッテリー2A室 
B ○ －  

ハロンボンベ（直流 125V 蓄電池 HPCS 室用） ～ 

直流 125V 蓄電池 HPCS室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（常設低圧代替注水系ポンプ用） ～

常設低圧代替注水系ポンプ 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急時対策所建屋 1 用) ～ 弁 

HALON-FP-F001,F002,F003,F004,F005,F006, 

F007,F008,F009（東海，東海第二発電所共用） 

B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F001 ～ 非常用換気設備室（東海，

東海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F007 ～ 2 階電気品室（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F008 ～ 3 階電気品室（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F009 ～ 125V 充電器室（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（緊急時対策所建屋 2 用) ～ 弁 

HALON-FP-F010，F011,F012,F013,F014,F015（東海，

東海第二発電所共用） 

B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F010 ～ 125V 蓄電池室（東海，東

海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F011 ～ 24V 蓄電池室 2B（東海，

東海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F012 ～ 24V 蓄電池室 2A（東海，

東海第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F015 ～ 通信機械室（東海，東海

第二発電所共用） 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場 1 用）

～ 弁 HALON-FP-F016,F017,F018,F019,F020 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F017 ～ 常設代替高圧電源装置用

燃料移送ポンプ B室 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F018 ～ 燃料移送ポンプ 2C室 B ○ － 
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弁 HALON-FP-F019 ～ 換気機械室 B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F020 ～ 電気室 B ○ － 
 

 

ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場 2 用）

～ 弁 HALON-FP-F021,F022,F023,F024 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F021 ～ 燃料移送ポンプ 2D室 B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F022 ～ 燃料移送ポンプ HPCS室 B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F023 ～ 常設代替高圧電源装置用

燃料移送ポンプ A室 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場 3用） 

～ 弁 HALON-FP-F025,F026,F027,F028,F029, 

F030,F031 

B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F028 ～ 機器搬入シャフト B ○ － 
 

 

弁 HALON-FP-F030 ～ ＤＢ用シャフト及びＤＢ

用トンネル 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F031 ～ ＳＡ用シャフト及びＳＡ

用トンネル 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（カルバート（立坑部）用） ～ 弁 

HALON-FP-F032,F033 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F032 ～ 分岐点（ＤＢ用立坑及び

ＤＢ用トンネル用） 
B ○ － 

 

 

分岐点(ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル用） ～

ＤＢ用立坑，ＤＢ用トレンチ及び軽油配管用トレ

ンチ 

B ○ － 
 

 

分岐点（ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル） ～ Ｄ

Ｂ用立坑及びＤＢ用トンネル 
B ○ － 

 

 

弁 HALON-FP-F033 ～ ＳＡ用立坑，ＳＡ用トン

ネル，ＳＡ用トレンチ及び軽油配管用トレンチ 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（2D，HPCS C/S トレンチ用） ～ 2D，

HPCS C/S トレンチ 
B ○ － 

 

 

ハロンボンベ（2C C/S トレンチ用） ～ 2C C/S

トレンチ 
B ○ － 

 

 

二酸化炭素ボンベ（非常用ディーゼル発電機室用）

～ 弁 CO2-FP-F001,F002 
B ○ － 

 

 

弁 CO2-FP-F001 ～ 非常用ディーゼル発電機2C

室 
B ○ － 

 

 

弁 CO2-FP-F002 ～ 非常用ディーゼル発電機2D

室 
B ○ － 

 

 

二酸化炭素ボンベ（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室用） ～ 高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機室 

B ○ － 
 

 

二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2A

用） ～ 緊急時対策所建屋発電機室 2A（東海，

東海第二発電所共用） 

B ○ － 
 

 

二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2B

用） ～ 緊急時対策所建屋発電機室 2B（東海，

東海第二発電所共用） 

B ○ － 
 

 

＊：「－」は，実用炉規則別表第二をさらに細分化した際に，該当する系統及び機器区分名称が存在しない場合を示す。 
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